
2017 年度第８回北陸公法判例研究会開催のお知らせ 

新春の候，皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。さて，下記の通り今年度第 8 回研

究会を開催いたします。多数のご参加をお待ちいたしております。 

なお，研究会終了後懇親会を開催いたします。ご出席いただける方は，2 月 13 日（火）までに山

崎にご連絡くださるようお願いいたします。 

 

                   記 

 

日時： 2018 年 2 月 17 日（土）13 時 30 分より 

会場： 石川四高記念文化交流館（金沢市広坂 2-2-5）多目的利用室 2 

 

 

１．津田 智成（北海道大学大学院法学研究科助教） 

〔研究報告〕「公務員の対外的賠償責任に関する試論的考察」 

 

〈参考文献〉 

① 小早川光郎「公務員の不法行為と責任の帰属―フランス行政賠償責任法の一側面―」国家学

会編『国家と市民 第一巻』（有斐閣，1987 年）323 頁。 

② 植村栄治「公務員個人の責任」ジュリスト 993 号（1992 年）159 頁。 

③ 津田智成「公務員の対外的賠償責任に関する試論的考察（一）」自治研究 93 巻 9 号（2017 年） 

④ 津田智成「公務員の対外的賠償責任に関する試論的考察（二）」自治研究 93 巻 11 号（2017

年）。 

⑤ 津田智成「公務員の対外的賠償責任に関する試論的考察（三）」自治研究 94 巻 1 号（2018 年）。 

⑥ 津田智成「公務員の対外的賠償責任に関する試論的考察（四）」自治研究 94 巻 2 号（2018 年）。 

⑦ 津田智成「公務員の対外的賠償責任に関する試論的考察（五・完）」自治研究 94 巻 4 号（2018

年）（※報告時点未公刊）。 

 

 



２．中尾 祐人（神戸大学大学院法学研究科助教） 

〔研究報告〕「二つの類型の administrative search―合衆国憲法修正 4 条における令状・相当

理由要件の緩和―」 

 

〈参考文献〉 

山本未来「行政調査と合衆国憲法修正４条における「特別の必要性」の法理」明治学院大学法

科大学院ローレビュー５巻（2006 年）59 頁以下。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究会幹事 山崎 友也（金沢大学） E-mail: tyamazak@staff.kanazawa-u.ac.jp 


